
　　　

全　国 25,435 2,875 3,066 3,029 3,404 3,794 4,484 4,783

佐賀県 155 21 18 18 21 24 27 26

人　口 人　口

819,110 124,726

678,716 119,208

140,394 5,518

5,518

344,583 73,518

234,342 53,955

18,880 19,563

43,717 19,563

31,306 150,182

16,338 48,261

16,338 28,561

126,101 26,349

74,137 38,718

51,964 6,397

17,371 9,519

9,364 22,802

25,229 8,293

8,293

　　　 玄　海　町

 伊万里保健所

　　 伊 万 里 市

　　　全　国　　126,443,000 人

　　　佐賀県　　　　819,000 人

 佐賀中部保健所

　 　佐　賀　市

15～19歳 20～24歳

市　　町

総　　　数

市　　　計

郡　　　計

（単位：千人）

市　　町

 唐津保健所

　 　唐　津　市

　 　東 松 浦 郡

35～39歳 40～44歳 45～49歳25～29歳 30～34歳

　　 　大　町　町

 　　　江　北　町

　　　 白　石　町

　　 西 松 浦 郡

　　　 有　田　町

 杵藤保健所

　 　武　雄　市

　 　鹿　島　市

　 　神　埼　郡

　　 　吉野ヶ里町

 鳥栖保健所

　 　鳥　栖　市

　 　嬉　野　市

　　 杵　島　郡

　 　多　久　市

　 　小　城　市

　 　三 養 基 郡

　　 　基  山  町

　　 　上  峰  町

　　 　み や き 町 　 　藤　津　郡

　　 　太　良　町

　　 神　埼　市

  　保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、
  　はり師、きゅう師、柔道整復師

15～49歳
人　口
（女）

 (４) 第52表から第65表は、隔年報で把握した以下に掲げる就業医療関係者（免許を取得している者のうち

　　就業している者）等について、就業地の都道府県知事に届出のあった数値等を取りまとめたものである。

　　ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師は、施術所において従事している者、専ら出張

　　のみにおいて従事している者、又は施術所として届出をした区域外において滞在して施術を行っている

　　者のみである。柔道整復師は、施術所において従事している者のみである。

利用上の注意

 (１) 表章記号の規約

 (２) 掲載している割合の数値は四捨五入しているため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

 (３) 人口10万対比率及び人工妊娠中絶実施率の算出に用いた人口は以下のとおりである。

   ア　人口10万対比率に用いた人口【資料：「人口推計（平成30年10月１日現在）」（総務省統計局）】

　 イ　人工妊娠中絶実施率に用いたもの【資料：「人口推計（平成30年10月１日現在）」（総務省統計局）】

　計数のない場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　―

　計数不明又は計数を表章することが不適当な場合　　　…

　計数項目のあり得ない場合　　　　　　　　　　　　　・

　減少数または減少率の場合　　　　　　　　　　　　　△

　比率が微小（0.05未満）の場合　　　 　　　　　  　0.0

　 ウ　市町別の人口10万対比率に用いた人口【資料：「推計人口（平成30年10月1日現在）」（県統計分析課）】

　　　　（単位：人）


